
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
「
第
８

波
」
の
真
っ
只
中

で
の
年
末
年
始
と

な
っ
た
が
、
行
動

制
限
が
出
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
も
あ

り
、
家
族
や
友
人

な
ど
と
忘
年
会
や

新
年
会
を
し
た
と
い
う
人
も
い

た
だ
ろ
う
▼
県
内
で
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
流
行
し

始
め
た
こ
ろ
は
感
染
者
数
が
三

ケ
タ
を
超
え
た
だ
け
で
も
危
機

感
を
持
ち
、
後
に
岩
手
県
独
自

の
緊
急
事
態
宣
言
も
発
令
さ
れ

た
。
今
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
に

よ
り
重
症
化
リ
ス
ク
は
低
く
な

っ
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
感

染
者
数
は
減
少
せ
ず
、
い
つ
の

間
に
か
ｗ
ⅰ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
が
当

た
り
前
に
な
っ
て
き
て
い
る
▼

組
合
活
動
に
お
い
て
も
以
前
は

コ
ロ
ナ
を
理
由
に
延
期
や
中
止

を
し
て
い
た
も
の
も
、
コ
ロ
ナ

禍
で
も
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り

組
も
う
と
い
う
動
き
か
ら
Ｚ
Ｏ

Ｏ
Ｍ
や
規
模
を
縮
小
し
て
の
集

会
等
を
開
催
し
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
正
直
、
で
き
る
こ
と

は
限
ら
れ
る
が
、
開
催
す
る
・

集
ま
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
▼

今
後
、
コ
ロ
ナ
の
終
息
が
未
だ

見
え
な
い
中
で
組
合
活
動
を
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
や
ら

ず
じ
ま
い
で
は
組
合
活
動
の
衰

退
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な

る
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、

で
き
る
活
動
を
積
み
重
ね
、
労

働
運
動
を
今
年
の
干
支
「
卯
」

の
よ
う
に
大
き
く
跳
ね
て
前
進
で

き
る
よ
う
一
緒
に
頑
張
り
た
い
。

　

▲課題改善を求め交渉する職訓協交渉団（左）

▲環境生活部交渉のようす

▲職員体制などについて交渉に臨む交渉団（手前）

▲現場を代表して要請書を手渡す総合相談センター加藤さん（右）
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休暇制度紹介コーナー③

（特別休暇の一種）
結婚休暇

【制度概要】
結婚する場合に取得できます。

【取得期間】
　週休日等を除く連続する7日の範囲内

【おさえておきたいポイント】
〇　取得期間については結婚の日7
日前から結婚の日後1月以内　
　（ただし、次に掲げる場合が認め
　られれば結婚の日後1年以内）
ア　業務の都合により休暇を取得す
ることが困難場な場合
イ　親族の死亡等で慶事を行うこと
が慣習上困難な場合
ウ　公務災害又は通勤災害による療
養のため、休暇の取得が困難な場
合など

※コロナ感染症の影響を
踏まえ、2020年2月以降
に要件に該当した方は、
取得期間は2024年3月末
まで延長されています。
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各
職
域
に
お
け
る
人
員
体
制
の
確
保
、
職
場
環
境
改
善
等
に
向
け
、
支
部
・
分
会
毎
に

意
見
交
換
を
実
施
し
、
独
自
要
求
の
取
り
組
み
を
展
開
し
て
き
た
。
年
末
に
か
け
、
職
業

訓
練
職
員
協
議
会
、
土
木
関
係
職
員
協
議
会
の
ほ
か
、
環
境
衛
生
の
体
制
強
化
、
児
童
相

談
所
、
保
健
・
福
祉
業
務
の
体
制
強
化
を
求
め
る
べ
く
、
各
部
長
あ
て
要
請
書
を
手
交
し

た
。
併
せ
て
主
要
な
要
請
内
容
に
対
す
る
基
本
姿
勢
の
確
認
と
、
参
加
者
か
ら
の
職
場
課

題
を
共
有
し
、
職
場
環
境
改
善
に
向
け
た
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　

12
月
15
日
、
職
業
訓
練
職
員

協
議
会
は
、
要
求
書
を
取
り
ま

と
め
、
商
工
労
働
観
光
部
定
住

推
進
・
雇
用
労
働
室
の
四
戸
特

命
参
事
兼
労
働
課
長
に
提
出
し
、

交
渉
を
行
っ
た
。

指
導
員
経
験
者
の
校
長
・
校
長
補
佐
の
登
用

　

次
年
度
、
校
長
の
定
年
退
職

が
決
ま
っ
て
い
る
専
門
校
の
、

校
長
・
校
長
補
佐
へ
の
指
導
員

経
験
者
の
登
用
を
要
請
し
た
。

若
手
指
導
員
の
採
用
・
指
導
と
欠
員
補
充

　

現
在
の
指
導
員
の
年
齢
構
成

に
触
れ
、
現
場
で
の
人
手
不
足

や
、
若
手
指
導
員
の
指
導
状
況

を
説
明
し
、
指
導
員
が
欠
員
と

な
ら
な
い
よ
う
要
請
し
た
。

自
動
車
シ
ス
テ
ム
科
の
体
制
充
実

　

未
だ
、
正
規
指
導
員
が
不
足

し
て
い
る
科
が
あ
り
、
正
規
職

員
増
員
の
要
請
を
し
た
。

施
設
改
修

　

現
に
使
用
し
て
い
る
施
設
は

老
朽
化
し
て
い
る
施
設
が
あ
り
、

施
設
や
設
備
面
の
計
画
的
な
整

備
を
要
請
し
た
。

再
編
整
備
計
画
の
情
報
共
有

　

職
業
能
力
開
発
施
設
再
編
整

備
基
本
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
、

情
報
の
共
有
を
要
請
し
た
。

　

こ
の
５
項
目
に
つ
い
て
、
特

命
参
事
兼
労
働
課
長
は
、
厳
し

い
部
分
も
あ
る
が
、
一
定
の
理

解
を
示
し
て
い
た
だ
い
た
。
特

に
再
編
整
備
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
計
画
の
情
報
を
共
有
し
た
。

　

社
会
福
祉
評
議
会
・
保
健
所

協
議
会
は
、
12
月
15
日
、
保
健

福
祉
部
長
あ
て
独
自
要
請
書
を

松
村
保
健
福
祉
企
画
室
長
に
提

出
・
交
渉
を
行
っ
た
。

【
児
童
相
談
所
・
福
祉
部
門
課
題
】

　

一
時
保
護
所
の
当
直
業
務
の

見
直
し
に
つ
い
て
、
宿
直
業
務

と
は
言
え
な
い
実
態
を
交
渉
団

か
ら
示
し
た
と
こ
ろ
、
業
務
当

直
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
宿

日
直
明
け
に
代
休
を
取
得
で
き

る
よ
う
担
当
課
で
検
討
を
進
め

て
お
り
、
総
務
部
に
児
童
指
導

員
の
定
数
増
員
を
要
求
し
て
い

る
と
の
回
答
を
引
き
出
し
た
。

　

ま
た
、
公
用
携
帯
、
公
用
車

の
更
新
、
高
速
道
路
料
金
な
ど

管
理
運
営
費
の
確
保
を
求
め
た
。

【
保
健
部
門
課
題
】

　

保
健
師
に
関
し
、
コ
ロ
ナ
対

応
で
の
増
員
体
制
を
維
持
す
る

と
し
た
。
栄
養
士
は
若
手
職
員

の
育
成
に
配
慮
し
た
人
員
配
置

を
行
う
と
回
答
。
交
渉
団
か
ら
、

コ
ロ
ナ
対
応
に
よ
る
増
員
体
制

で
も
現
場
は
人
員
不
足
、
総
括

で
き
る
指
導
担
当
が
不
足
し
て

い
る
こ
と
も
示
し
、
更
な
る
増

員
を
求
め
た
。

　

精
神
障
が
い
者
の
夜
間
・
休

日
の
通
報
対
応
が
、
コ
ロ
ナ
対

応
に
上
乗
せ
さ
れ
負
担
が
大
き

い
こ
と
か
ら
改
善
を
求
め
た
。

今
年
度
か
ら
精
神
保
健
福
祉
業

務
手
当
を
引
き
上
げ
た
が
、
引
き

続
き
処
遇
改
善
を
図
る
と
し
た
。

　

12
月
16
日
、
保
健
所
協
議
会

は
、
環
境
生
活
部
長
あ
て
独
自

要
請
書
を
浅
沼
環
境
生
活
企
画

室
長
に
提
出
・
交
渉
を
行
っ
た
。

【
保
健
所
課
題
（
環
境
）
】

　

欠
員
を
出
さ
な
い
よ
う
に
配

置
に
工
夫
を
重
ね
る
こ
と
、
食

品
衛
生
監
視
員
の
資
格
を
有
す

る
職
員
確
保
に
向
け
、
今
後
の

採
用
区
分
の
設
定
に
向
け
人
事

サ
イ
ド
と
協
議
中
と
し
た
。
職

員
配
置
は
経
験
等
を
考
慮
し
配

置
に
努
め
る
と
し
た
。
交
渉
団

か
ら
職
員
育
成
の
観
点
か
ら
専

門
職
配
置
を
行
う
よ
う
求
め
た
。

【
薬
剤
師
課
題
】

　

薬
剤
師
に
関
し
、
給
与
制
度

上
の
改
善
は
課
題
が
あ
る
と
し

つ
つ
、
薬
剤
師
確
保
に
向
け
て

奨
学
金
制
度
を
含
め
ア
イ
デ
ィ

ア
を
出
し
な
が
ら
対
策
を
検
討

し
て
い
る
と
し
た
。
交
渉
団
か

ら
、
勤
務
意
欲
維
持
の
た
め
に

も
処
遇
改
善
が
必
要
な
こ
と
等

を
訴
え
た
。

【
環
境
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
課
題
】

　

設
備
整
備
は
優
先
度
を
踏
ま

え
検
討
と
し
た
。
交
渉
団
か
ら

予
算
制
約
も
あ
り
、
機
器
類
が

更
新
で
き
ず
研
究
に
支
障
が
あ

る
と
し
、
予
算
確
保
を
求
め
た
。

　

12
月
16
日
、
土
木
関
係
職
員

協
議
会
は
、
小
島
県
土
整
備
企

画
室
長
に
要
求
書
を
手
交
、
基

本
姿
勢
を
確
認
し
た
。

職
員
体
制
・
適
正
配
置

　

「
今
年
度
、
定
数
に
対
す
る

欠
員
は
３
名
。
各
職
場
か
ら
20

〜
30
人
規
模
で
定
数
増
の
要
求

を
頂
い
て
お
り
、
総
務
部
に
対

し
現
状
を
伝
え
て
い
た
が
こ
の

よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
い
る
」

と
回
答
。

　

正
規
職
員
の
負
担
軽
減
か
ら
、

事
務
補
助
の
会
計
年
度
任
用
職

員
の
必
要
性
を
共
有
。
業
務
ミ

ス
が
生
じ
な
い
体
制
構
築
と
し

て
人
員
配
置
を
求
め
た
。

研
修
・
若
手
職
員
の
育
成

　

「
新
た
に
技
術
職
向
上
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
研
修
に
活
用
、

若
手
職
員
の
満
足
度
に
つ
な
げ

る
試
み
や
、
ビ
デ
オ
研
修
も
進

め
て
い
る
」
と
し
た
。
良
い
取

り
組
み
で
あ
り
、
積
極
的
に
進

め
て
い
た
だ
く
よ
う
要
請
し
た
。

業
務
支
援

　

「
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
業
務

支
援
で
、
職
場
意
見
を
踏
ま
え
、

復
興
防
災
部
、
農
林
水
産
部
と

協
議
し
、
消
毒
ポ
イ
ン
ト
運
営

を
見
直
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し

た
」
と
、
改
善
例
も
提
示
し
た
。

　

当
協
議
会
は
、
引
き
続
き
職

場
改
善
要
請
を
進
め
て
い
く
。

評
議
会
の
活
性
化
か
ら

職
場
課
題
の
具
体
的
な
改
善
を

職 訓
安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
職
員
・
施
設
の
改
善
を

定
住
推
進
・
雇
用
労
働
室
労
働
課
長
交
渉

保 福

当
直
課
題
等
へ
の
早
期
改
善
を

児
相
・
保
健
所

環 境

新
規
採
用
区
分
に
向
け
検
討
中

食
品
衛
生
監
視
員

県 土
県
土
整
備
部
の
職
場
課
題
を
共
有

研
修
の
充
実
、
職
場
意
見
で
業
務
負
担
軽
減
へ



▲労働環境の改善を求め交渉する交渉団（右）

▲宮古支部定期大会のようす

▲県庁・盛岡支部合同旗開きのようす

▲盛岡支部保健福祉環境部での旗開きのようす

2023年１月～通勤手当改正2023年１月～通勤手当改正

交通用具に応じた支給額へ自　動　車
　オートバイ
　　自　転　車

12
・
21
　
宮
古
支
部
で
定
期
大
会
を
開
催

　
お
詫
び
と
訂
正

　

12
月
15
日
号
機
関
紙
２
面

「
写
真
で
振
り
返
ろ
う
２
０
２

２
年
」
の
記
事
で
、
11
・
29
宮

古
支
部
青
婦
部
学
習
会
（
岩
泉

合
庁
）
」
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
正
し
く
は
「
11
・
29
気
仙
支

部
青
婦
部
学
習
会
」
で
し
た
。

お
詫
び
し
訂
正
し
ま
す
。

　

11
月
14
日
、
県
職
労
税
務
職

員
協
議
会
は
、
税
務
職
場
で
働

く
全
職
員
を
対
象
と
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
に
基
づ
き
作
成
し

た
要
求
書
を
今
野
税
務
課
総
括

に
提
出
し
、
交
渉
を
行
っ
た
。

【
超
過
勤
務
の
縮
減
】

　

今
野
課
長
は
、
事
前
命
令
・

事
後
確
認
の
徹
底
を
所
属
長
に

対
し
伝
え
て
い
る
。
超
勤
予
算

や
上
限
設
定
な
ど
の
し
ば
り
が

あ
る
が
、
必
要
な
超
過
勤
務
を

行
っ
た
分
に
つ
い
て
は
支
給
の

必
要
が
あ
る
と
の
見
解
を
示
し

た
。

【
組
織
体
制
】

　

年
齢
構
成
が
い
び
つ
で
若
手

と
上
司
だ
け
の
配
置
で
は
業
務

の
継
承
が
難
し
く
、
バ
ラ
ン
ス

の
取
れ
た
人
員
配
置
を
求
め
た

の
に
対
し
、
今
野
課
長
は
、
30

代
・
40
代
が
少
な
い
の
は
ど
こ

の
職
場
も
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ

か
ら
の
職
員
で
継
承
で
き
る
よ

う
、
税
務
職
場
に
残
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
な
、
魅
力
あ
る
職
場

に
し
て
い
き
た
い
と
の
姿
勢
を

示
し
た
。
ま
た
、
こ
こ
10
年
で

ベ
テ
ラ
ン
職
員
が
大
量
に
退
職

　

胆
江
支
部
は
、12
月
８
日
に
、

三
宅
支
部
長
か
ら
中
里
武
司
県

南
広
域
振
興
局
総
務
部
長
に
対

し
「
胆
江
支
部
独
自
要
求
書
」

を
提
出
し
交
渉
を
行
っ
た
。
佐

藤
大
書
記
長
か
ら
、
職
場
実
態

に
基
づ
い
た
設
備
の
維
持
修

繕
、
管
理
や
労
働
環
境
に
つ
い

て
確
認
し
た
。
ま
た
、
会
計
年

度
任
用
職
員
制
度
が
３
年
目
を

迎
え
、
任
用
等
に
関
し
職
員
が

不
安
に
感
じ
て
い
る
事
を
話

し
、
混
乱
を
招
か
な
い
よ
う
要

請
し
た
。
総
務
部
長
か
ら
「
昨

年
か
ら
引
き
続
い
て
い
る
コ
ロ

ナ
の
業
務
、
応
援
体
制
に
対
し

感
謝
申
し
上
げ
る
。
12
月
28
日

ま
で
に
書
面
に
て
回
答
さ
せ
て

い
た
だ
く
」
と
話
さ
れ
た
。

　

支
部
長
か
ら
「
超
勤
予
算
に

つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
支
援
を
行
っ

た
結
果
、
自
身
の
業
務
を
超
勤

で
対
応
し
て
い
る
た
め
部
の
超

勤
予
算
が
無
く
な
っ
て
い
る
。

ど
こ
の
部
も
同
じ
だ
と
思
う
」

と
指
摘
。

　

電
子
決
裁
に
つ
い
て
も
導
入

以
降
の
状
況
を
問
わ
れ
る
場
面

も
あ
り
、
導
入
し
て
の
弊
害
、

混
乱
し
て
い
る
点
な
ど
共
有
を

図
っ
た
。
支
部
で
は
電
子
決
裁

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー

ト
を
行
っ
て
お
り
「
研
修
を
開

催
し
て
ほ
し
い
。数
字
の
チ
ェ
ッ

ク
見
直
し
が
難
し
く
、
ミ
ス
し

て
は
い
け
な
い
所
は
紙
で
行
っ

て
い
る
」
な
ど
出
さ
れ
た
意
見

を
伝
え
、
職
員
が
理
解
を
深
め

ら
れ
る
よ
う
研
修
会
を
開
催
す

る
よ
う
要
請
し
た
。

　

一
人
一
台
パ
ソ
コ
ン
に
つ
い

て
も
、
導
入
さ
れ
て
も
容
量
が

少
な
く
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
が
出

来
る
環
境
に
な
い
。
庁
舎
環
境

に
つ
い
て
も
冬
を
迎
え
、
窓
を

常
時
開
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、

二
酸
化
炭
素
濃
度
が
高
く
な
っ

て
い
る
事
を
伝
え
終
了
し
た
。

　

２
０
２
２
確
定
闘
争
の
結
果
、

本
年
１
月
か
ら
交
通
用
具
利
用

に
係
る
通
勤
手
当
が
改
正
さ
れ

た
。
高
騰
す
る
ガ
ソ
リ
ン
価
格

を
反
映
し
、
距
離
区
分
40
㎞
以

上
に
つ
い
て
手
当
額
が
引
上
げ

ら
れ
た
。
し
か
し
、
実
費
弁
償

の
趣
旨
を
踏
ま
え
る
と
し
て
自

転
車
、
オ
ー
ト
バ
イ
等
利
用
に

つ
い
て
は
手
当
額
の
引
下
げ
と

な
っ
た
。

　

今
後
は
、
自
己
負
担
解
消
に

向
け
、
負
担
の
実
態
を
踏
ま
え

た
手
当
額
改
定
の
ル
ー
ル
化
な

ど
が
課
題
と
な
る
。
春
闘
の
取

り
組
み
に
結
集
し
、
改
善
を
勝

ち
取
ろ
う
。

【
支
給
額
算
定
の
考
え
方
】

①
単
一
交
通
用
具
利
用
の
場
合

　

支
給
額
は
【
表
①
】
参
照

②
複
数
交
通
用
具
利
用
の
場
合

　

次
の
手
順
に
よ
り
支
給
額
を

求
め
る
。

ア　

交
通
用
具
の
種
類
ご
と
に

支
給
額
を
計
算
し
合
算
す
る
。

イ　

現
に
利
用
す
る
全
て
の
交

通
用
具
の
通
勤
距
離
を
合
算
し
、

そ
れ
ら
の
交
通
用
具
の
う
ち
、

最
も
支
給
額
が
高
い
も
の
の
み

利
用
し
た
場
合
の
手
当
額
を
求

め
る
。※

【
表
②
】
参
照

ウ　

ア
と
イ
を
比
較
し
、
低
廉

な
額
を
支
給
額
と
す
る
。

　

県
庁
・
盛
岡
支
部
合
同
旗
開
き
が
１
月
６
日
（
金
）
に
開
催
さ

れ
、
２
０
２
３
年
の
運
動
前
進
に
向
け
て
意
思
統
一
を
は
か
っ

た
。
当
面
す
る
春
闘
勝
利
に
向
け
て
全
力
で
取
り
組
む
。

　

ま
た
、
盛
岡
支
部
保
健
福
祉
環

境
部
分
会
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
大

人
数
で
の
参
加
が
で
き
な
い
た
め
、

分
会
で
旗
開
き
を
開
催
し
た
。

　

宮
古
支
部
は
、
12
月
21
日
に

定
期
大
会
を
開
催
し
た
。

　

高
芝
支
部
長
は
、
「
３
年
ぶ

り
と
な
る
定
期
大
会
を
開
催
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
支
部
に
お

い
て
参
加
し
や
す
く
分
か
り
や

す
い
活
動
を
行
う
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
皆
さ
ん
の
意
見
を
伺

い
た
い
」
と
挨
拶
し
た
。
来
賓

と
し
て
、
本
部
の
佐
々
木
副
中

央
執
行
委
員
長
は
、
「
諸
課
題

に
対
応
す
る
た
め
支
部
に
よ
る

底
支
え
が
不
可
欠
」
と
挨
拶
、

ま
た
大
越
宮
古
市
職
労
執
行

委
員
長
も
激
励
に
か
け
つ
け
、

「
生
活
を
守
る
た
め
に
県
職
労

と
と
も
に
取
り
組
み
た
い
」
と

挨
拶
さ
れ
た
。

　

議
事
の
部
で
は
、
２
０
２
２

年
度
の
取
組
方
針
と
し
て
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
や

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
対
応
な
ど
、
緊
急
性
が
高
く

横
断
的
な
対
応
を
求
め
ら
れ
、

職
員
へ
の
負
担
が
増
え
て
い
る
。

労
働
者
が
団
結
し
て
労
働
条
件

の
改
善
を
図
る
と
い
う
組
合
活

動
の
基
本
を
踏
ま
え
、
組
織
強

化
の
取
組
や
職
場
課
題
へ
対
応

す
る
と
い
う
運
動
方
針
を
満
場

一
致
で
採
決
し
た
。

　

最
後
に
大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
と

し
て
「
安
心
し
て
働
く
こ
と
が

で
き
る
職
場
を
つ
く
る
た
め
、

み
ん
な
で
討
論
、
み
ん
な
で
考

え
、
み
ん
な
で
行
動
す
る
組
合

を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
」
を
確
認

し
、
団
結
ガ
ン
バ
ロ
ー
で
閉
会

し
た
。

安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る

　
　
　
　
　 

職
場
を
目
指
し
て

労
働
環
境
の
改
善
な
ど
で
独
自
交
渉

中
里
振
興
局
総
務
部
長
に
要
求
書
を
提
出

県
庁
・
盛
岡
支
部
合
同
で
旗
開
き
を
開
催

胆江支部

【表②】　複数の交通用具を利用する場合の算定手順
ア　交通用具の種類ごとに手当額を計算し、合算する。
イ　現に利用する全ての交通用具の通勤距離を合算し、それらの交通用具の
うち、最も支給額が高いもののみ利用した場合の手当額を求める。

ウ　アとイを比較し、低廉な額を支給額とする。

利用する交通用具の区分 　　　　　イで求める手当額
①自動車 と ②オートバイ等
　　　　　  ③自転車
②オートバイ等 と ③自転車

①自動車のみを利用し通勤した場合
　の手当額
②オートバイ等のみを利用し通勤した
場合の手当額

【表①】　通勤手当の支給額（通勤手当に関する規則 別表）
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